（別添１）
令和８度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（機械導入事業）に係る要望調査の実施について
　機械導入事業の要望調査は、以下のとおり実施しますので、必要書類等を準備のうえ、期日までに提出下さい。

１．主な変更点
　 ・これまでの「一般枠」が「収益性向上タイプ」にとなり、新たに「持
続性向上タイプ」（収益性に直ちに結びつかない取組み）が追加される。
※持続性向上タイプでは、今までの機械装置に加え「家畜運搬関係装置」「乗用型消毒装置、野生鳥獣防除機械、アニマルウェルフェア機械、飼料生産用ドローン、ボディコンディションスコアカメラ等」を追加。さらに、「トラクターの知事特認」が不要。
　　・「収益性向上タイプ」「持続性向上タイプ」両タイプ共通
※酪農の要望について、「頭数制限を撤廃」。
※中古機械の円滑な導入のため「三者見積りを省略」。
※使途が限定されていたホイルローダー等の動力源について、使途を限定せずに導
入可能。（畜産・酪農関係の機械（アタッチメント）の動力源であること）
２．新規・改正のあったクロスコンプライアンス
※生乳需給安定クロスコンプライアンス（新規）
　取引乳量に応じた金額を事業成果報告時まで継続して提出
※環境負荷低減クロスコンプライアンス（みどりのチェックシート・改正）
　報告時のチェックシートの提出の徹底、取組み状況の現地確認が追加
※安全な機械の選定（新規）
　安全性検査に合格したものを選定する。
３．要望調査提出書類
（１）参加要望書 
・電子申請となりますので、要望書はExcelシートで提出してください。
・要望書の様式は記入項目が変更となっております。【収益性向上対策】機械装置の要望にあたって（注意事項等）《協議会あて》及び参加要望様式（R7年度からの変更点の説明入り）を『必ずご一読ください』
・本事業を活用し、平成２８年度から令和５年度に機械を導入した取組主体について、成果目標が未達成の場合は、今回の事業参加要望は受付されませんのでご注意願います。但し、令和８年度の報告で確実に達成が見込まれると都道府県が確認した場合には、事業参加要望を行うことができます。
・参加要望書の作成は、【収益性向上対策】機械装置の要望にあたって（注意事項等）《協議会あて》を、必ずお読み頂き作成願います。
・「飼料増産優先枠」「省エネ優先枠」については、添付の「令和７年度補正（飼料増産優先枠）要望調査様式のガイダンス、「令和７年度補正（省エネ優先枠）要望調査様式のガイダンス」を参照し要望書を作成してください。
※各要望書のExcelファイルについては、現在作成中のため、2月16日を目途に三重県畜産協会のホームページ（中央畜産会のホームページ）に掲載いたします。
（２）畜産クラスター計画 
・本事業の参加には、畜産クラスター計画の作成が必要となります。
（「畜産クラスター計画作成の手引き」を参照し作成願います。）
・畜産クラスター計画（参考様式）に基づき作成した計画を添付して下さい。
※今回の要望調査に係る畜産クラスター計画の認定申請手続きについては、県農林事務所等へお問い合わせください。
※畜産クラスター計画の審査採点により、９５点満点中、５０点未満の畜産クラスター計画（協議会）については、全ての要望について配分されません。ほぼ満点のクラスター計画が求められますので減点のない計画の作成にご留意願います。
　　
（３）提出書類チェックリスト
・提出書類に漏れがないか最終確認をお願いします。
・参加要望書提出後の手続きを円滑に行うため、協議会及び事務担当者の連絡先等忘れずに記入して下さい。
（４）各事業の提出窓口
　　・「収益性向上タイプ」「飼料増産優先枠」「省エネ優先枠」は畜産協会へ２月２５
日までに提出
　　・「持続性向上タイプ」「実証支援事業」は三重県　各地域農林事務所へ３月２３日
までに提出
　　　※提出期日が異なりますので、ご注意願います。
（５）参加要望様式について
・上記の様式等を紙面又は電子媒体で必要な方は、（一社）三重県畜産協会までご連絡ください。（なお、三重県畜産協会のホームページにも掲載してあります。また、中央畜産会のホームページにも掲載されています。）
（６）補助対象機械装置の問い合わせについて
　　・導入目的や機械装置についての情報量が少ないと判断に時間を要しますので、別添「対象機械装置確認票」に所定のファイルを添付し、info@mie.lin.gr.jpへ送信願います。
（７）導入する機械装置の選定及び価格について
　　・導入する機械装置の選定にあたっては、過剰な投資とならないよう、利用規模に即した適正な機械装置を選定する。
・機械装置導入価格調査の結果、（外国製機械を含む）同じ時期・同じ型式の機械装置の導入価格が、最高価格と最低価格で1.9倍の差がある。また、同じ型式の機械で4年前とほぼ同じ価格の場合もあり、交渉次第で安く機械を買うことができていることから、少しでも安く導入できるよう価格交渉をする。（要望時に三者見積もり時等交渉することにより、より多くの取組主体にこの事業を利用してもらえるように。）
４．提出期日（「収益性向上タイプ」「飼料増産優先枠」「省エネ優先枠」）
　　　令和８年２月２５日（水）17：00　必着
５．提出先

〒514-0004　三重県津市栄町一丁目891番地

　　一般社団法人三重県畜産協会　経営指導課　担当者　瀬木
E-mail：info@mie.lin.gr.jp
６．問い合わせ先
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